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超過勤務に関する制度の適切な運用について（通知） 

 

 超過勤務の縮減に当たっては、関連法令等に基づいて適切に実施していただ

くとともに、職員の勤務時間を適正に把握し、管理することが重要です。 

 各府省におかれては、下記の事項に留意し、適切に対応してください。 

 

記 

 

１ 他律的業務の比重が高い部署関係 

  人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）（以下「規則１５

―１４」という。）第１６条の２の２第１項第２号に規定する他律的業務の比

重が高い部署（以下「他律的部署」という。）については、「職員の勤務時間、

休日及び休暇の運用について（平成６年７月２７日職職―３２８）」（以下「運

用通知」という。）第１０の第１１項において、「各省各庁の長は、他律的部

署の範囲を必要最小限のものとし、」とされています。  

他律的部署の単位については、「原則として課若しくは室又はこれらに相当

するもの」（運用通知第１０の第４項）とされており、その範囲を業務の実態

に即して必要最小限のものとするため、必要に応じて、班単位、グループ単位、

官職単位など、課室単位よりも細かく指定することも可能です。 

 

２ 上限時間の特例関係 

⑴ 特例業務については、規則１５―１４第１６条の２の２第２項において、

「大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関

との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要

するものと各省各庁の長が認めるものをいう。」とされています。上限時間

等を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該職員の従事する業務又

は従事していた業務が、「重要な業務であって特に緊急に処理することを要

するもの」に該当するものであることを確認した上で行うようお願いしま

す。 



⑵ 運用通知第１０の第１２項において、「各省各庁の長は、特例業務（規則

第１６条の２の２第２項に規定する特例業務をいう。以下同じ。）の範囲

を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければ

ならない。」とされています。特に、毎年実施する業務その他の規模及び発

生時期をあらかじめおおよそ特定できる業務については、当該業務の計画

的な遂行や人員配置の最適化等に取り組み、職員に命ずる超過勤務が、規則

１５―１４第１６条の２の２第１項各号に定める時間及び月数の範囲内と

なるよう努めてください。また、運用通知第１０の第１４項等において、各

省各庁の長は、上限時間等を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、職員

に通知をすることとされていますので、適切な対応をお願いします。 

 

３ 超過勤務時間の適切な管理関係 

  「超過勤務を命ずるに当たっての留意点について（平成３１年２月１日職職

―２２）」の５(1)において、「客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握

している部局においては、これに基づいて適正に超過勤務時間を管理するこ

と。」を管理者に求めており、５(2)において、「(1)の超過勤務の管理を適正

に実施するとともに超過勤務を縮減する観点から、課室長等による超過勤務

予定の事前確認や、所要見込み時間と異なる場合の課室長等への事後報告に

ついては、引き続き適切に行うこと」としているところです。 

  これらの取組を行うに当たっては、事前確認した超過勤務予定について、①

在庁の状況と大きくかい離している場合は、その理由を踏まえて所要見込み

時間と異なる場合の課室長等への事後報告を適切に行うこと、②食事や休憩

時間など、勤務をしていない時間が生じた場合には、当該時間を除外して事後

報告を行うことを徹底するなど、超過勤務時間の適正な管理に努めていただ

くようお願いします。 

 

４ 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導関係 

人事院規則１０―４（職員の保健及び安全保持）（以下「規則１０―４」と

いう。）第２２条の２第１項の規定による面接指導については、各省各庁の長

は、要件に該当する職員に対し、「人事院の定めるところにより、面接指導を

行わなければならない。」とされているところです。「面接指導の実施につい

て（平成１８年３月３１日職職―９６）」の１において、「医師による面接指

導は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等（以下「脳・心臓疾患」という。）の発

症と長時間勤務との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、これらの疾病の

発症を予防するため導入したものである。」とされていることも踏まえ、適切

な対応をお願いします。 

また、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）の超過

勤務手当に係る規定の適用が除外されている指定職俸給表適用職員及び管理



監督職員等についても、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成

６年法律第３３号）第１３条第２項に基づき超過勤務を命ぜられることとなっ

ており、面接指導の対象にもなります。規則１０―４第２２条の２第２項で求

められる職員の勤務時間の状況に関する記録については、「人事院規則１０―

４（職員の保健及び安全保持）の運用について（昭和６２年１２月２５日職福

―６９１）」第２２条の２関係第１０項において、「職員に超過勤務を命じた

場合の当該職員の氏名並びに当該超過勤務を命じた年月日及び時間数」とされ

ていますので、指定職俸給表適用職員及び管理監督職員等についても、これら

の事項を記録するとともに、要件に該当した職員に対しては面接指導を適切に

実施していただくようお願いします。 

 

以   上    


